
 

 

 

（注）必要がある場合は、上記以外の書類の提出をもとめることがあります。 

主な所得を証する書類

雇用保険給付を受給しないことを確認する書類

確認書類

・改定通知書（写）
・支払通知（写）
・（年金未決定の場合）見込み額の記載された書類（写）

※通帳の記帳及び源泉徴収票は不可

公的年金等の金額を確認する書類

・雇用保険受給資格者証１面～４面（写）
・高年齢雇用継続給付支給決定通知書（写）
・育児休業給付金支給決定通知書（写）
・介護休業給付金支給・不支給決定通知書（写）
・教育訓練給付金（第１０１条の２の７第２号関係）及び
教育訓練支援給付金受給資格者証（写）

・離職票１・２（写）＋雇用保険給付の受給に係る誓約書
・雇用保険被保険者資格喪失確認通知書（写）

・受給期間延長申請書（写）

利子収入の金額を確認する書類

配当収入の金額を確認する書類

給与収入の金額を確認する書類

給与収入が無くなったことを確認する書類

株取引による収入の金額を確認する書類

雇用保険給付の金額を確認する書類

・廃業届（写）

・給与明細（写）
・雇用契約書（写）
・就業（雇用）証明及び給与等支払証明書

※通帳の記帳及び源泉徴収票は不可

・源泉徴収票（写）
・離職票１・２（写）
・雇用保険被保険者資格喪失確認通知書（写）

・確定申告時の書類一式（写）
・特定口座年間取引報告書（写）

・確定申告時の書類一式（写）

・確定申告時の書類一式（写）先物取引による収入の金額を確認する書類

雇用保険給付受給期間延長を確認する書類

・所得証明書
・確定申告時の書類一式（写）
・支払通知（写）

・確定申告時の書類一式（写）
・特定口座年間取引報告書（写）

・確定申告時の書類一式（写）

・確定申告時の書類一式（写）

・開業届（写）事業収入が発生したことを確認する書類

事業収入が消滅したことを確認する書類

公的年金等以外の雑収入を確認する書類

確認内容

不動産収入の金額を確認する書類

事業収入の金額を確認する書類


